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労働⼒調査における就業異動のより的確な把握について

○これまでの雇⽤失業統計研究会での議論にもあるとおり、現状の労働⼒調査の
調査票（特定調査票A５）では「転職等希望者」は把握できるが、「転職希望者」
と「追加就業希望者」とを個別に把握することができない（参考１）
⇒「転職等希望者」が1000万⼈を超えた2023年においても、要因分析が困難だった
⇒政府も副業・兼業（＝追加就業）を促進する⽴場をとっている（参考２）

○そもそも2013（平成25）年以前の調査票では、「転職希望者」と「追加就業希望
者」を個別に把握していた（参考３）
⇒当時、経済の低迷等を背景として、⾮正規雇⽤者の増加等就業構造が⼤きく変化しつつあった
ことから、調査事項を⼤幅に⾒直し

⇒⼀⽅で、①2002（平成14）年以降の結果をみると、⽉々では季節的な変動があるものの、四半
期の結果により傾向の把握が可能、②年ベースでは⼤きな変化はないとして、「別の仕事もし
たい⼈」に係る選択肢の削除の上、基礎調査票から特定調査票へ移動
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現⾏調査票 案１ 転職・追加就業希望を分離 案２ 平成25年以前に戻す

「転職希望者」、「追加就業希望者」を個別に把握すべきではないか

案２案１

・調査票変更前（2012年以前）との時系列⽐較が可能
※ただし、現⾏調査票ですでに10年以上が経過。また、調査票が基礎から
特定に変わっている点には注意が必要

・転職と追加就業を同時に希望している者の把握が可能
・転職希望者数のより正確な把握→実際の転職者数との⽐較
・転職と追加就業とは異なる概念。分割してそれぞれ質問するほう
が回答しやすいのではないか

メリット

・転職希望にも追加就業希望にも該当する者がとれない（例：最終
的には転職したいが、当⾯はバイトの掛け持ちを希望）

・調査票のスペース圧迫
・転職と追加就業を同時に希望している場合、どちらが主たる希望
かが不明

デメリット
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⇒案１・案２共通の懸念事項として、設問Ａ５を変更することより、設問Ａ６の回答（未活⽤労働指標LU２、LU4）に影響を及
ぼす可能性あり。また、設問Ａ６が直前の設問と若⼲重複した内容となっているように⾒える（参考４）。



参考１ 労働⼒調査及び就業構造基本調査における転職希望者、追加就業希望者の推移

就業構造基本調査

（万⼈）

労働⼒調査
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2002（平成14）年
労働⼒調査特別調査を労働⼒調査に
統合。「転職などの希望の有無」は
基礎調査票の調査事項として整理

2013（平成25）年
調査事項の⼤幅⾒直し。「転職など
の希望の有無」は選択肢を簡素化し
た上で、特定調査票に移動



参考１ 労働⼒調査及び就業構造基本調査における転職希望者、追加就業希望者の推移（つづき）
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雇⽤失業統計研究会（第21回）資料１「令和４年就業構造基本調査の結果について」（抜粋）



参考１ 労働⼒調査及び就業構造基本調査における転職希望者、追加就業希望者の推移（つづき）
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雇⽤失業統計研究会（第21回）資料１「令和４年就業構造基本調査の結果について」（抜粋）



2017（平成29）年 『働き⽅改⾰実⾏計画』（平成29年３⽉28⽇）
「柔軟な働き⽅がしやすい環境整備」の⼀環として、「労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業･兼業を認める
⽅向で、副業･兼業の普及促進を図る」
2018（平成30）年 厚⽣労働省が「副業･兼業の促進に関するガイドライン」を策定・公表

2020（令和２）年 『経済財政運営と改⾰の基本⽅針2020』（⾻太⽅針2020）（令和２年７⽉17⽇）
労働時間の管理⽅法のルール整備を通じた兼業・副業の促進など複線的な働き⽅や、育児や介護など⼀⼈⼀⼈の事
情に応じた、多様で柔軟な働き⽅を労働者が⾃由に選択できるような環境を整備し、ＲＰＡの活⽤を含む更なる⽣
産性向上に向けた好循環を作り出す。

2021（令和３）年 『成⻑戦略実⾏計画』（令和３年６⽉18⽇）
多様な働き⽅や新しい働き⽅を希望する⽅のニーズに応え、企業における兼業・副業の選択肢を提供するととも
に、短時間正社員等の多様な正社員制度の導⼊を促進する。

そのほか、毎年の『規制改⾰実施計画』に基づき、副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備が進められている

参考２ 副業・兼業の促進に係る動き

2022（令和４）年 『新しい資本主義のグランドデザイン及び実⾏計画』（令和４年６⽉７⽇）
成⻑分野・産業への円滑な労働移動を進めるため、さらに副業・兼業を推し進める。
このため、労働者の職業選択の幅を広げ、多様なキャリア形成を⽀援する観点から、企業に副業・兼業を許容し
ているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定
し、情報開⽰を⾏うことを企業に推奨する。 ※令和４年７⽉、厚⽣労働省がガイドラインを改定
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参考３「転職希望」、「追加就業希望」に係る調査票の変遷

1992（平成４）年〜 ※調査票をOMRに仕様変更
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11 転職などの希望の有無
・転職・転業をしたいか または いまの仕事のほかに
何か別の仕事もしたいか 及び それらの仕事を探して
いるかいないかについて記⼊してください
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1972（昭和47）年〜
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転職希望の
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をマルで囲ん
でください。

転職・転業を希望する⼈のうち
その仕事を探している⼈は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
探していない⼈は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

13 転職などの
希望の有無
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いまの仕事（この１週間やふだんしている仕事）のほかに
何か別の仕事もしたい⼈のうち

その仕事を探している⼈は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
探していない⼈は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

転職も別の仕事も希望しない⼈（１,２,３,４のどれにもあてはまらない⼈）は・５
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現在の調査票になる以前は、「転職希望者」「追加就業希望者」は個別の選択肢であり、それぞれの動向を把握
することができていた。



2002（平成14）年〜
※労働⼒調査特別調査を労働⼒調査に統合（調査票は基礎調査票、特定調査票の２種類）
※「転職などの希望の有無」は基礎調査票の調査事項として整理

2013（平成25）年〜
※「転職などの希望の有無」は特定調査票の調査事項として整理
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参考３「転職希望」、「追加就業希望」に係る調査票の変遷（つづき）

現在の調査票になる以前は、「転職希望者」「追加就業希望者」は個別の選択肢であり、それぞれの動向を把握
することができていた。



＜特定調査票 記⼊のしかた＞＜未活⽤労働指標の解説＞より

あくまでも「時間」に
よる測定

参考４ 設問Ａ６（未活⽤労働指標に係る設問）における⽤語の意味について

仮に、今回の⾒直しと併せて設問Ａ６をより定義に即した
表現に⾒直す場合のイメージ
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https://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/mikatuyok.pdf


